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処分の概要 損失補償額の原因者への負担命令

法 令 名

根 拠 条 項
河川法 第100条において準用する第76条第3項

法 令 番 号 昭和39年法律第167号

【基準】

法第76条の規定による。

(監督処分に伴う損失の補償等)

第76条 河川管理者は、前条第2項第4号又は第5号に該当することにより同項の規定による処

分をした場合において、当該処分により損失を受けた者があるときは、その者に対して通常

生ずべき損失を補償しなければならない。ただし、水利使用に関し第23条若しくは第26条第

1項の許可又は第23条の2の登録を受けた者が、第41条の規定によりその損失を補償する場

合は、この限りでない。

2 第22条第4項及び第5項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。

3 河川管理者は、第1項の規定により河川管理者が補償すべき損失が、前条第2項第5号に該当

するものとして同項の規定による処分があつたことによるものである場合においては、当

該補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。
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